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議題     

1  議事要旨の確認 

2  新たな献血制限の 実施について 

3  献血構造改革の 推進について 

4  血液製剤に関する 報告事項について 

5  その他 

配付資料 : 

委員名簿 

資 料 A  平成 1 7 年度第 1 回血液事業部会運営委員会議事要旨 ( 案 ) 

資料 B 一 l  変異型クロイツフェルト・ヤコブ 癌 対策を実施した 場合の献血 

への影響及び 対応について ( 案 ) 

資料 B 一 2  献血推進本部における 呼びかけの状況について 

資 料 C  献血構造改革の 重点事項について ( 案 ) 

資 料 D  血液製剤に関する 報告事項について 
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平成 1 7 年度 一 第 1 回 血液事業部会運営委員会議事要旨 ( 案 ) - 

日 時 : 平成Ⅰ 7 年 4 月 2 6 日 ( 火 ) 1 O : 0 0 ～Ⅰ 2 : 2 0 

場 所     はあ といん乃木坂「フルール」 

出席者     清水委員長、 

大平、 岡田、 川西、 高橋、 花井各委員 

( 事務局 ) 

金井血液対策課長、 中山課長補佐、 佐藤課長補佐 他 

議 題       議事要旨の確認 " 

2  新たな献血制限の 実施を踏まえた 取組状況について 

3  審議会における 利害関係者の 取扱について 

4  感染症定期報告について 

5  血液製剤に関する 報告事項について 

6  その他 

( 審議概要 ) 

議題「について 

議事要旨に関する 意見については、 事務局まで連絡することとされた。 

議題 2 について 

事務局が資料に 基づいて説明した 後、 以下の意見があ った。 

0  当面は長く続く 対応をどういうふうに 取っていくかというのが 一番重要 

で、 関係機関と協議してもらい、 献血者の確保というのをどういうふうに 

していくかというところが 一番今後の焦点になるのではないか。 

0  血液センターとして 高校生献血の 位置づけをもう 一度明確にした 方がい 

いのではないか。 長期的な面でいうと 献血を経験されるティーン エ イジャ 

一の方が増えるということがすごく 大事だと思 う 。 

基盤を広げるという 意味では、 初めての献血というのは 極めて重要で、 

あ まり恐れがなくやりやすいとか、 あ るいは最初に 献血したときに 不快な 

思いをしなかったというようなこともあ りますので、 そういう意味では 

200 というのは体験する、 自分でも献血ができる、 あ るいは献血して 非常 

によかったという 感覚を持っていただく 意味ではまだ 十分有効性のあ るも 

の。 また、 若い方の教育も 極めて重要。 

議題 3 について 

事務局が資料に 基づいて説明した 後、 以下の意見があ った。 

0  運用方針等検討、 運用しながらでもいいが 検討した上で、 血液事業部会 
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に 提出し、 ゆくゆくは分科会にも 出していき、 その試みを審議会全体に 広 

げるような足がかりとする 方向を考えてもらいたい。 

0  国民の前で一緒に 議論していくという 趣旨からいくと、 議事録等をホー 

ムページで閲覧している 人も「あ あ なるほど」とわかるぐらいの 情報が提 

供されるべきではないか。 

個別品目ということではなくて、 議事内容によって、 利害関係が明確に 

なっていけば、 ケースバイケースで 運用するということもできる。 

0  ヨーロッパ的のような 取扱にして、 基本公開にするという 方向を考え 

ていただきたい。 

0  ヨーロッパで 言えば年に 1 回例えばこうい う ことであ るということを 申 

し出て、 その属性とかいろいろな 関係について 公表しておくという 形を基 

本 として考えたらどうか。 

特に利害関係があ る場合には、 あ る程度のルールを 作っておいて 申し出 

る。 いちいち申し 出るという形は 運用上はちょっと 大変。 

0  あ らかじめ事務局に 申し出て基本的にはホームページ 等で公開しておく 

というのを基本にする 方がいいのではないか。 

0  範囲については、 組織 は 含むべき。 

0  利害関係というのが 金銭に取れ 々  できるようなものと、 例えば委員にな 

っているとか、 そういう関係があ るという事柄とを 分けて、 それでグレー 

ドをつける。 そして、 当然金銭ということであ れば、 委員個人というより 

は 属する組織や 配偶者扶養を 含めて、 年間例えば 100 万未満 か 以上かとか、 

そういうような 切り分けをするのが 相当かなと思 う 。 

0  こう じぅ 何らかの関係があ ります、 いや何らかの 経済的な関係があ りま 

すと、 その節略 の 2 にあ たりますからというそのレベルで、 細かい、 委員 

やっているか、 あ るいは株をいくら 持っているかとか、 そこまでは公開 

する必要はないと 思う。 

0  運営委員会では 政策的な判断が 多いので利害関係は 審議内容とあ まり 関 

わってこないと 思うが、 条件づくりというのはここであ る程度作られても 

いしⅤと思う。 少し試行的に 実施し、 運用しながらいろいろと 支障あ るとこ 

ろを試していくということで、 企業の研究委員とか、 そういうところの 審 

議委員とかを 努めているかどうかというところまで 判断の 1 つの基準にし 

ていくというのが 重要。 

最初から明確な 枠組みを作ってしまうと、 医薬食品全体の 問題に上げて 

いく段階で最初から 抵抗があ ってはなかなか 進まないと思 う 。 

以上の意見を 踏まえ、 各項目について 委員の方々から、 これはいらない、 

これはい ろ 、 それからこう じぅ 追加事項の検討事項があ るというようなこ 

とを事務局に 提出していただき、 それを集約して 事務局と委員長で 案を出 

2
 



  
  

すこととなった。 

議題 4 について 

感染症定期報告について、 事務局から説明した 後、 以下の意見があ った。 

0  英国で献血血液のウエストナイル 検査を導入して、 結局渡航 歴 のあ る 人 

への供血制限、 延期の制限を 撤廃しているが、 これは個別 NAT 、 ミニプ 

一 めどちらか。 

0  日本において 英国ほどは米国と 人の行き来というのはないと 思うので、 

今 3 0 日の献血を控えていただくということで 対処しているが、 今後もっ 

と 米国で増えるようになると、 日本でもちょっと 対策を考えなくてはいけ 

ないかなと 思 つ - 

議題 5 について 

事務局が資料に 基づいて説明した 後、 日赤参考人・バクスター 参考人， 献 

血 供給事業団参考人より 資料に基づいて 説明が行われた。 その後以下の 意見 

があ った。 

0  タコ コンブについて、 ドナー全員がその 後もう一度来て、 当該 C 型肝炎 

の ウイルスが陰性 か 陽性かという 結論が出る時期が 来た時点で何らかの 報 

告 ましてもらいたい。 

0  胎盤由来製剤については、 胎盤を採取する 際にきちんと 問診等々でやっ 

ていた方が、 多分いろいろ 複雑になっていくかましれないが、 やはり警戒 

してい く 

0  胎盤由来製剤の 個人輸入については 特別に法的な 網とかをかぶせられて 

いるとは必ずしも 言えない。 

0  胎盤製剤とか、 ヤコブの問題について、 あ る程度国民に 喚起できる形の 

リスクについて P R したらいいのでは。 

0  胎盤を使っているかどうかを 問診して、 使っていた人ははねるというこ 

とを即時実施すべき。 

0  バクスタ一の 今回の措置は、 日本の国の国民の 血液製剤の安全性に 関与 

していく会社としての 責任感というのは 少し薄いと思うし、 責任感を持っ 

て 対応していただきたい。 

0  献血供給事業団ほついては、 どういう人員管理、 労務管理を含めてされ 

ていたのか真摯に 反省していただきたい。 また誤配の問題についてはもう 

少し何かコンピュータ 化するか何か、 バーコードで 峻別できるような 形で 

誤配がないようにぜひ、 早急な改善を 徹底してもらいたい。 

0  日本赤十字社と 献血供給事業団の 関係において、 両者が共通のコンピュ 

一タ管理を導入するなりして、 血液センターが 準備したものを 確認する 作 

業の際に同じコンピュータ 管理を使う必要があ るのではないか。 目視確認。 
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